
（単位：円／玄米60㎏）

対前月比
①/②

対前年比
①/③

対前月比
①/②

対前年比
①/③

北海道 ななつぼし 14,239 14,431 99% 15,444 92% 千葉 ふさこがね 13,049 13,117 99% - -
北海道 きらら３９７ 13,986 14,715 95% 15,496 90% 千葉 ふさおとめ 13,120 - - - -
北海道 ゆめぴりか 17,179 17,359 99% - - 長野 コシヒカリ 15,344 15,324 100% 16,706 92%
青森 まっしぐら 13,124 12,584 104% 15,336 86% 新潟 コシヒカリ（一般） 16,557 16,577 100% 18,506 89%
青森 つがるロマン 13,623 13,739 99% 15,529 88% 新潟 コシヒカリ（魚沼） 21,965 21,786 101% 23,973 92%
岩手 ひとめぼれ 14,547 14,314 102% 16,074 91% 新潟 コシヒカリ（岩船） 17,032 - - 18,923 90%
岩手 あきたこまち 14,235 14,328 99% 16,023 89% 新潟 コシヒカリ（佐渡） 16,984 17,024 100% 18,871 90%
宮城 ひとめぼれ 14,294 14,319 100% 16,350 87% 新潟 こしいぶき 14,257 14,157 101% 16,069 89%
秋田 あきたこまち 14,625 14,621 100% 16,911 86% 富山 コシヒカリ 14,885 15,256 98% 16,979 88%
秋田 ひとめぼれ 13,383 - - 16,259 82% 石川 コシヒカリ 14,678 15,831 93% 16,958 87%
山形 はえぬき 13,659 13,665 100% 16,017 85% 福井 コシヒカリ 15,150 - - 16,996 89%
山形 つや姫 17,017 17,188 99% - - 三重 コシヒカリ（一般） 14,679 - - 16,906 87%
山形 ひとめぼれ 14,805 - - 16,284 91% 滋賀 コシヒカリ 15,178 15,513 98% 17,157 88%
福島 コシヒカリ（中通り） 12,919 13,366 97% 16,034 81% 滋賀 キヌヒカリ 13,893 - - 15,939 87%
福島 コシヒカリ（会津） 15,518 15,686 99% 16,982 91% 兵庫 コシヒカリ 15,521 15,544 100% 17,081 91%
福島 ひとめぼれ 13,346 12,925 103% 15,745 85% 島根 コシヒカリ 15,125 - - 17,334 87%
茨城 コシヒカリ 14,080 14,142 100% 17,054 83% 広島 コシヒカリ 14,377 - - 15,826 91%
茨城 あきたこまち 13,126 12,717 103% - - 山口 コシヒカリ 14,801 - - 16,976 87%
茨城 ゆめひたち 12,746 - - - - 香川 ヒノヒカリ 13,979 - - 15,936 88%
栃木 コシヒカリ 14,551 14,687 99% 16,869 86% 福岡 ヒノヒカリ 14,481 - - 16,059 90%
千葉 コシヒカリ 14,143 13,852 102% 16,819 84% 熊本 ヒノヒカリ 14,491 - - - -

14,582 14,637 99.6% 16,540 88.2%
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全銘柄平均価格

平成25年産米の相対取引価格（出荷業者）（速報）

（平成25年12月）

参考 参考

産地

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」 

  注：１）相対取引価格は、ア 全国出荷団体、イ 年間の玄米仕入数量が5,000トン以上の道県出荷団体等、ウ 年間の直接販売数量が5,000トン以上の出荷業者と卸売業者等の主食用の相対取引契約 

     （数量と価格が決定した時点を基準としている。）の価格（運賃、包装代、消費税相当額を含む１等米の価格。）であり、その契約数量を用いて加重平均した価格である。 

       その際、新潟、長野、静岡以東（東日本）の産地品種銘柄については受渡地を東日本としているものを、富山、岐阜、愛知以西（西日本）の産地品種銘柄については受渡地を西日本としている 

     ものを加重平均している。 

    ２）また、相対取引価格は、個々の契約数量に応じて設定される大口割引等の割引などが適用された価格であり、実際の引取状況に応じて等級及び付加価値等（栽培方法等）の価格調整が行 

     われることがある。 

    ３）産地品種銘柄は、報告対象産地品種銘柄のうち、月1,000トン以上の取引があったものである。 

    ４）全銘柄平均価格は、報告対象産地品種銘柄ごとの前年産検査数量ウェイトで加重平均した価格である。 
    ５）24年12 月は24年産の価格である。 


